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１ 麻痺性貝毒に係る監視指導の強化について 

5月11日、厚生労働省は医薬・生活衛生局食品監視安全課長名をもって各都道府県等衛

生主管部（局）長宛標記通知を出した。その主な内容は次のとおり。 

麻痺性貝毒を含む貝類の取扱いについては、「麻痺性貝毒等により毒化した貝類の取

扱いについて」（平成27年３月６日付け食安発0306第１号厚生労働省医薬食品局食品安

全部長通知）により取り扱っているところ。 

本年は、例年麻痺性貝毒による毒化が確認されていなかった海域においても毒化が確

認され、各都道府県水産部局による関係団体等に対する出荷自主規制要請が行われており、

また、食中毒についても別添のとおり複数事例発生している。 

ついては、水産部局と連携して、出荷規制の徹底を図るとともに、麻痺性貝毒による

毒化が確認されていない海域についても、検査を実施し、規制値を超える麻痺性貝毒が検

出される貝類が出荷されることのないよう対応をお願いする。 

また、検査において規制値を超える貝毒の毒化が認められた場合は、当該海域、貝の

種類等を一般に周知する等により漁業者以外の者による採捕、摂食等による事故の発生の

防止を図るよう対応をお願いする。 

食中毒は、大阪府、アサリ、堺市、ムラサキイガイ、兵庫県、ムラサキイガイ、兵庫

県、ミル貝の内臓で発生している。 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-

Shokuhinanzenbu/0000205993.pdf 
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